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所 在 地 奈良市高天町 近鉄高天ビル 2・３・5・6F
近鉄「奈良」駅と地下道で直結徒歩1分

開館日時 月～土（日・祝及び年末・年始は休館）9：00～17：00

相談受付 消費生活相談：月～金
女性・ひとり親家庭等・外国人相談：火～土
9：00～16：30
男性相談：月２回、LGBTQ相談：月１回

延床面積 ７００.４６㎡

県民くらし相談センターを設置します
～相談や啓発等の機能を集約し、県民目線の支援を一体的に実施～

現行（センター名と所在地）

令和８年４月に、県民くらし相談センターを設置します

・「消費生活」、「男女共同参画」、「ひとり親家庭等」、「外国人」、「ＬＧＢＴＱ」に関する相談や啓発・情報発信を集約し、
ワンストップで実施することにより、県民の利便性を向上

・上記のような多分野に一つの組織で対応するのは、全都道府県で初めて

・消費生活センター （シルキア奈良２F）
・女性センター （東向商店街内）
・スマイルセンター （奈良労働会館２F）
・外国人支援センター（シルキア奈良２F）

県民くらし相談センター

○県民くらし相談センターの概要

令和８年度～

○多様な人が生きやすい社会づくりの必要性の高まり
・男女共同参画の意識の向上 ・ひとり親家庭等家族のあり方の多様化

・在住外国人の増加 ・デジタル技術の浸透による消費者問題の複雑化 など

○社会の変化により県民が抱える課題も複合化・多様化

○背景・目的等
背景

消費生活センター、女性センター、スマイルセンター、外国人支援センターがそれぞれ個別に行っていた

相談や啓発・情報発信を集約し、ワンストップで実施することにより、県民の利便性の向上を図る

目的

設置の効果

○各分野の専門性を維持しつつ、複合的な問題を抱える県民の相談にワンストップで
迅速に対応
例：消費者トラブルと離婚問題を同時に抱える方やひとり親の外国人の相談に、複数分野の相談員が連携して対応

○新たな対象への啓発・情報発信を通じ、より幅広い層の県民に必要な情報をお届け
例：情報コーナーで多分野の情報を一体的に発信

ひとり親家庭や外国人等を対象とした、消費者被害防止のための啓発を実施

県民くらし相談センターを設置します
～相談や啓発等の機能を集約し、県民目線の支援を一体的に実施～



がスタートします。
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育など
を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

こども
性暴力防止法
こども
性暴力防止法

「「

」」

詳細は裏面および

こども家庭庁HPをご確認ください

国民の皆様向けの

動画やリーフレットを掲載しています

日頃から、 こどもを性暴力から守る環境づくり

を進めます。

こどもと接する業務に就く人に、 性犯罪前科の

有無を確認します。

性暴力のおそれがある場合は、 こどもと接する

業務に就かせないようにします。

事業者に求められる取組
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こどもと接する業務に就かせないなどの対応

事業者は、 こどもに対して性暴力などを行うおそれがあると判断する場合

2025年12月作成

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

こどもたちを性暴力から守るための取組こどもたちを性暴力から守るための取組こどもたちを性暴力から守るための取組こどもたちを性暴力から守るための取組

事業者において日頃から取り組むこと

性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、 早期発見のための仕組みを整えます。

こどもの心身の状況の日常観察

相談窓口の設置・周知

・

・

こどもへの面談・アンケート

従事者への研修

・

・ など

特定性犯罪の例 ※成人に対する性犯罪を含む

など

こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認します。

対象業務 勤務形態に関わらず、 教員や保育士など、 こどもと継続的に接する従事者が確認対象となります。

教員、 スクールカウンセラー、 部活動指導員

園長、 保育士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

学校

保育所

必ず対象となる業務

事務職員

警備員

・

・

スクールバス運転手

　　　　　　　　　　　　　  など

・

実態を踏まえて対象とするか判断する業務

性暴力の疑いがある場合に取り組むこと

性暴力の疑いが生じた場合は、 こどもの安全を守るとともに、 調査などを行い、 具体的な対策につなげます。

こどもの保護・支援・ 調査などの実施・ など

法律の対象は？

学校(幼稚園、 小中高など)や認可保育所などは、 公立・ 私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。

放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、 こども家庭庁に申請し、 認定を受けた場合に法律の対象となります。 

学校・ 認可保育所・ 認定こども園・ 児童養護施設・ 障害児施設　 など・

義務対象

認定対象

認可外保育施設・ 放課後児童クラブ・ 学習塾・ スポーツクラブ　 など・

不同意わいせつ 痴漢 盗撮

認定を受けた事業者は

こども家庭庁が

ウェブサイトを通じて公表

認定事業者マークを表示可能
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